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   匝瑳市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例 

 

 匝瑳市病院事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２４年匝

瑳市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」を「及び勤勉手当」

に改める。 

 第６条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを

１号ずつ繰り上げる。 

 第７条を次のように改める。 

（地域手当） 

第７条 職員に地域手当を支給する。 

 第１１条第２項中「配偶者」の次に「（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。）」を加える。 

 第１６条第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第２項中「週休

日等以外の日の午前零時から」を「午後１０時から翌日の」に改め、「の間」の次

に「（週休日等に含まれる時間を除く。）」を加え、「勤務した」を「勤務をした」

に改める。 

 第１９条を削り、第２０条を第１９条とし、第２１条を第２０条とする。 

 第２２条の見出し中「除外」を「除外等」に改め、同条第２項中「、第１４条、

第１６条及び第１８条」を「及び第１４条」に改め、同条第４項を同条第５項と

し、同条第３項中「から第８条まで」を削り、同項を同条第４項とし、同条第２

項の次に次の１項を加える。 

３ 特定任期付職員に対する第１６条の規定の適用については、同条中「第５条

の規定により管理職手当を支給される職員」とあるのは「特定任期付職員」と

する。 

第２２条を第２１条とし、第２３条を第２２条とする。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

２ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間における改正後の第６条

の規定の適用については、同条第２項中 

「（５） 重度心身障害者                 」とあるのは 

「（５） 重度心身障害者 

（６） 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係 

と同様の事情にある者を含む。）             」とする。 

 （匝瑳市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正） 

３ 匝瑳市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年匝

瑳市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３３項中「第２２条第３項」を「第２１条第４項」に改める。 
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（
参
考
）

 

匝
瑳
市
病
院
事
業
の
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
後

 
改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
条
 
略
 

（
給
与
の
種
類
）
 

第
２
条
 
略
 

２
 
略
 

３
 
手
当
の
種
類
は
、
管
理
職
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
特
殊

勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職

員
特
別
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
す
る
。
 

第
３
条
～
第
５
条
 
略
 

（
扶
養
手
当
）
 

第
６
条
 
略
 

２
 
前
項
の
扶
養
親
族
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
他
に
生
計
の
途
が
な
く
、
主
と
し
て
そ
の
職
員

の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

  （
１
）
 
略
 

（
２
）
 
略
 

（
３
）
 
略
 

（
４
）
 
略
 

（
５
）
 
略
 

（
地
域
手
当
）

 

第
７
条
 
職
員
に
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。

 

 第
８
条
～
第
１
０
条
 
略
 

（
給
与
の
減
額
）
 

第
１
１
条
 
略
 

２
 
職
員
が
部
分
休
業
（
当
該
職
員
が
そ
の
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す

る
た
め
１
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
（
２
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
に
限
る
。）

を
勤
務
し

第
１
条
 
略
 

（
給
与
の
種
類
）
 

第
２
条
 
略
 

２
 
略
 

３
 
手
当
の
種
類
は
、
管
理
職
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
特
殊

勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職

員
特
別
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
と
す
る
。
 

第
３
条
～
第
５
条
 
略
 

（
扶
養
手
当
）
 

第
６
条
 
略
 

２
 
前
項
の
扶
養
親
族
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
他
に
生
計
の
途
が
な
く
、
主
と
し
て
そ
の
職
員

の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

（
１
）
 
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

 

（
２
）
 
略
 

（
３
）
 
略
 

（
４
）
 
略
 

（
５
）
 
略
 

（
６
）
 
略
 

（
地
域
手
当
）
 

第
７
条
 
地
域
手
当
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
民
間
の
賃
金
水
準
等
を
基
礎
と
し
て
支
給
す
る
。
 

２
 
医
師
の
資
格
を
有
す
る
職
員
に
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。
 

第
８
条
～
第
１
０
条
 
略
 

（
給
与
の
減
額
）
 

第
１
１
条
 
略
 

２
 
職
員
が
部
分
休
業
（
当
該
職
員
が
そ
の
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す

る
た
め
１
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
（
２
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
に
限
る
。）

を
勤
務
し
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な
い
こ
と
を
い
う
。）
、
看
護
休
暇
（
当
該
職
員
が
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事

実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。）
、
２
親
等
以
内
の
親
族
そ
の
他
管
理
者
が

別
に
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
管
理
者
が
別
に
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常

生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
看
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。）
、
組
合
休
暇
、
修
学
部
分
休
業
（
当
該
職
員
が
、

大
学
そ
の
他
の
教
育
施
設
に
お
け
る
修
学
の
た
め
、
２
年
を
超
え
な
い
期
間
中
、
１
週
間
の
勤

務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
を
い
う
。）

又
は
高
齢
者
部
分
休
業
（
当
該
職
員
が

５
５
歳
（
医
師
で
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
６
０
歳
）
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

の
４
月
１
日
以
後
の
日
で
、
当
該
職
員
が
そ
の
申
請
に
お
い
て
示
し
た
日
か
ら
そ
の
定
年
退
職

日
（
地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
を
い
う
。）

ま
で
の
期
間

中
、
１
週
間
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
を
い
う
。）

の
承
認
を
受
け
て
勤

務
し
な
い
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
１
時
間
に
つ
き
、
勤

務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。
 

３
 
略
 

第
１
２
条
～
第
１
５
条
 
略
 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
 

第
１
６
条
 
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
は
、
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る

職
員
が
、
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
又
は
祝
日
法

に
よ
る
休
日
等
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
（
次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。）

に

勤
務
を
し
た
場
合
に
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員

が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
午
後
１
０
時
か
ら
翌
日
の
 
 
 
 

 
 
午
前
５
時
ま
で
の
間
（
週
休
日
等
に
含
ま
れ
る
時
間
を
除
く
。）

で
あ
っ
て
正
規
の
勤
務
時

間
以
外
の
時
間
に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給

す
る
。
 

第
１
７
条
・
第
１
８
条
 
略
 

   

第
１
９
条
 
略
 

な
い
こ
と
を
い
う
。）
、
看
護
休
暇
（
当
該
職
員
が
配
偶
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
２
親
等
以
内
の
親
族
そ
の
他
管
理
者
が

別
に
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
管
理
者
が
別
に
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常

生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
看
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。）
、
組
合
休
暇
、
修
学
部
分
休
業
（
当
該
職
員
が
、

大
学
そ
の
他
の
教
育
施
設
に
お
け
る
修
学
の
た
め
、
２
年
を
超
え
な
い
期
間
中
、
１
週
間
の
勤

務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
を
い
う
。）

又
は
高
齢
者
部
分
休
業
（
当
該
職
員
が

５
５
歳
（
医
師
で
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
６
０
歳
）
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

の
４
月
１
日
以
後
の
日
で
、
当
該
職
員
が
そ
の
申
請
に
お
い
て
示
し
た
日
か
ら
そ
の
定
年
退
職

日
（
地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
を
い
う
。）

ま
で
の
期
間

中
、
１
週
間
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
を
い
う
。）

の
承
認
を
受
け
て
勤

務
し
な
い
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
１
時
間
に
つ
き
、
勤

務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。
 

３
 
略
 

第
１
２
条
～
第
１
５
条
 
略
 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
 

第
１
６
条
 
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
は
、
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る

職
員
が
、
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
又
は
祝
日
法

に
よ
る
休
日
等
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
（
次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。）

に

勤
務
し
た
 
場
合
に
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員

が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
等
以
外
の
日
の
午
前
零
時

か
ら
午
前
５
時
ま
で
の
間
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
あ
っ
て
正
規
の
勤
務
時

間
以
外
の
時
間
に
勤
務
し
た
 
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給

す
る
。
 

第
１
７
条
・
第
１
８
条
 
略
 

（
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
）
 

第
１
９
条
 
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
は
、
特
定
任
期
付
職
員
の
う
ち
、
特
に
顕
著
な
業
績
を

挙
げ
た
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
２
０
条
 
略
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第
２
０
条
 
略
 

（
特
定
の
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
等
）
 

第
２
１
条
 
略
 

２
 
第
４
条
か
ら
第
６
条
ま
で
、
第
８
条
、
第
１
２
条
、
第
１
３
条
第
２
項
及
び
第
１
４
条
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
は
、
特
定
任
期
付
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。
 

３
 
特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
第
１
６
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
５
条
の

規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
す
る
。 

４
 
第
６
条
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
は
、
匝
瑳
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
８

年
匝
瑳
市
条
例
第
２
９
号
）
第
１
３
条
又
は
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
に
は
適
用
し
な
い
。
 

５
 
略
 

第
２
２
条
 
略
 

附
 
則
 
略
 

               

第
２
１
条
 
略
 

（
特
定
の
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
 
）
 

第
２
２
条
 
略
 

２
 
第
４
条
か
ら
第
６
条
ま
で
、
第
８
条
、
第
１
２
条
、
第
１
３
条
第
２
項
、
第
１
４
条
、
第
１

６
条
及
び
第
１
８
条
の
規
定
は
、
特
定
任
期
付
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。
 

  ３
 
第
６
条
か
ら
第
８
条
ま
で
の
規
定
は
、
匝
瑳
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
８

年
匝
瑳
市
条
例
第
２
９
号
）
第
１
３
条
又
は
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
に
は
適
用
し
な
い
。
 

４
 
略
 

第
２
３
条
 
略
 

附
 
則
 
略
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（
参
考
）

 

匝
瑳
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
附
則
第
３
項
関
係
）

 

改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
後

 
改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
前
 

本
則
 
略
 

 
 
 
附
 
則
 

１
～
３
２
 
略
 

３
３
 
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
第
７
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
匝
瑳
市
病
院
事
業
の
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第

２
１
条
第
４
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

以
下
 
略

 

   

本
則
 
略
 

 
 
 
附
 
則
 

１
～
３
２
 
略
 

３
３
 
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
第
７
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
匝
瑳
市
病
院
事
業
の
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第

２
２
条
第
３
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

以
下
 
略

 

                 

 
  

 


